
 

総務常任委員会に付託された事件について、審査した結果を御報告いたします。  

 

議案第８６号 令和４年度岩国市一般会計補正予算（第２号） 

 本議案のうち、本委員会所管分につきましては、慎重審査の結果、原案妥当

と認め可決すべきものと決しました。 

 

議案第８７号 ｉＰａｄ（第９世代）Ｗｉ－Ｆｉモデルの買入れについて 

 本議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。  

 

 それでは、審査の状況について、御報告いたします。  

  

議案第８６号 令和４年度岩国市一般会計補正予算（第２号）のうち、本委

員会所管分の審査におきまして、総務費の総務管理費の企画費の地域活性化イ

ベント支援事業費補助金について、委員中から、イベントに対する補助金の取

扱いについて質疑があり、当局から、「この度の事業は、コロナ禍の中で地域

の交流がままならない状況の中、各地域でのイベントや事業を少しでも実施し

ていただきたいという趣旨であり、できるだけ幅広く使っていただけるような

形で考えている。様々な行事が申請されると予想されるが、その中身を精査し、

この事業の趣旨に沿って支援させていただきたい」との答弁がありました。  

 

次に、議案第８７号 ｉＰａｄ（第９世代）Ｗｉ－Ｆｉモデルの買入れにつ

いて、委員中から、タブレット導入の方針について質疑があり、当局から、

「このたびのタレットの購入については、一人一台端末の２学期からの実現を

目指している。運用については、教員に対する研修を年３回予定しており、ま

た、タブレットの使用に当たっては、実際の体験と合わせた効果的な活用がで

きるよう指導してまいりたい」との答弁がありました。  

 

なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございま

せん。 

 

以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。 

 


